
1  消費生活の安全・安心の確保 １　消費生活の安全・安心の確保
【課題】 1 危害の防止 ●

・ 消費者安全確保地域協議会の設置（消費者安全法　H28.4.1施行）

1 危害の防止 ・
(1)食品の安全性の確保

(2)商品・サービスの安全性の確保 ・
(3)住まいの安全性の確保　　等 ・

2 ・ 医務関係施設及び薬務関係施設への指導

【課題】
・ 食品関係施設に対する監視指導 ●
・ 違反食品に対する措置命令等 2 適正に商品・サービスを選ぶことができる取引環境の確保
・ 食品の収去検査 ・

＜６つの消費者の権利＞ ・ 食中毒等の公表
(2)生活関連物資の安定供給　　等 【課題】

3 悪質事業者への指導 ・ 策定の必要な事案がある場合には検討

危害の防止 (1)事業者指導の強化 【課題】 条例の周知・啓発 ・ 洗濯表示の変更（繊維製品品質表示規程　H28.12.1施行）

・ 　衣類等の繊維製品の洗濯表示を新ＪＩＳにならったものに変更 ●
・

【課題】 消費生活センターの周知    取消しの対象となる消費者契約の範囲の拡大

・ 　無効とする消費者契約の条項の類型の追加

・ ●
表示等の適正化

不当な取引行為の防止 　電話勧誘販売における過量販売規制の導入

物価の安定 【課題】 3 悪質事業者への指導
・

【課題】 消費者教育のあり方の検討 ・
・ 高齢者向けの啓発資料の配付 ２　消費者力の向上
・ 広島市高齢者配食サービス事業でチラシの配付 ●

1 ・

・ 食品表示法の権限移譲（食品表示法Ｈ27.4.1施行）
(1)消費生活に関する情報提供の推進

・ 特別支援学校の教職員を対象とした研修会の実施

・ ●
啓発活動及び教育の推進 ・ 健康増進法の権限移譲（健康増進法Ｈ28.4.1施行）

消費者団体の自主的な活動の促進

2 ・ 学校向けに「子どもサポート情報」のメール配信

・ 学校での出前講座の実施 ・ ●
・

・

・
【課題】

●
・ 　次々と法人を立ち上げて違反行為を行う事業者への対処等

1 消費者の意見の反映 【課題】 特殊販売に対する重点的な啓発 2  消費者力の向上
・ 1 消費者啓発・教育の推進

・
(2)事業者への情報提供　　等 【課題】 幅広い消費者に対しての啓発

2 【課題】 年齢その他のニーズに応じた情報提供 ・ ●
・ 消費者力向上キャンペーン事業の実施

消費者の意見の反映等 【課題】 条例の周知・啓発（上記１　再掲） 　構成員相互の情報交換・調整

【課題】 消費生活センターの周知（上記１　再掲） 　消費者教育推進計画の作成・変更に対する意見

2 消費者団体等の活動の促進
消費者の被害の救済 ・ ３　消費者の被害の救済

(3)少額被害の救済　　等 【課題】 ●
（　）内…条例の体系 3 多重債務相談対策

・ 専門資格のある消費生活相談員による相談

・ 相談員の専門性を高めるための研修への派遣

・ 弁護士による相談員に対する助言業務 ●
・ 消費生活相談の推移　別添資料6のとおり 3  消費者の被害の救済

【課題】 少額被害の救済 1 消費者の意見の反映
・ 消費生活センターの周知 ・

【課題】 多重債務相談体制の充実
・ 消費生活情報紙、ホームページに相談窓口の掲載

・ 消費者力向上キャンペーン事業等での啓発

・ ●
2 消費生活相談体制の充実

【課題】 消費者の意見の反映 ・ 消費生活相談体制の強化（消費者安全法　H28.4.1施行）

・ 　消費生活相談員の職について、資格試験の法定化

●
・ 公募市民参画による消費生活審議会の開催 3 多重債務相談対策
・ 基本計画策定時の消費者アンケートの実施 　特に大きな変更なし

　生命・身体事案の「重大事故等」以外の「消費者事故等」を含
め、同意により政令市に調査権限が委譲（未同意）

消費者の権利の尊重、消費者の自立の支援

第 ２ 次 広 島 市 消 費 生 活 基 本 計 画 策 定 に つ い て

広島市消費生活条例 第1次広島市消費生活基本計画の施策体系 第1次計画の課題と対応 第１次計画策定後の法令の改正 第2次計画策定に向けての主な方針

適正に商品・サー
ビスを選ぶことの
できる取引環境の
確保

食品の安全性の確保

条例の目的
計画の基本的な方向 重要課題と個別施策 1　消費生活の安全・安心の確保

市民の消費生活の安定及び向上の確保 事業者に対する啓発・指導やコンプライアンス
推進の働きかけ

 消費者被害の未然防止や早期発見、
拡大防止を図るため、「消費者安全
法」に定める「消費者安全確保地域協
議会」を設置し、地域ネットワークを
通じ、消費者事故をはじめとした消費
者被害の情報発信や情報収集や意見聴
取を行いながら、安全・安心な地域づ
くりを行う。

条例の基本理念 消費生活相談の対応において、電話または面談に
よる事業者への改善要求

　高齢者等の「消費生活上特に配慮を要する消費者」の消費者被害
の未然防止、早期発見及び拡大防止を図るため消費者安全確保地域
協議会を設置（未設置）

市民の消費生活における基本的な需要が満た
され、その健全な生活環境が確保される中
で、次のことが消費者の権利であることを尊
重するとともに、消費者の自立を支援するこ
とを基本として消費者施策を推進する。

1 消費生活
の安全・安心
の確保 生命・身体事案の事故については、消

費生活センターが新たに国から事業者
調査の権限委任を受けその役割を果た
すとともに、国民生活センター等関係
機関の協力を得て、被害の原因究明に
努め、被害の拡大防止を図る。

(1)表示・規格・計量の適
正化の推進

食品の表示に関する包括的かつ一元的な制度の創設（食品表示法
H27.4.1施行）

1 消費者の安全が確保される権利
条例に基づく基準の策定の必要性の調査・研究 　食品衛生法、ＪＡＳ法及び健康増進法の食品の表示に関する規定

を統合し、包括的かつ一元的な制度を創設

電気通信事業者の勧誘、説明、契約手続きについ
て代理店への指導要請 消費者安全法第47条第2項に基づく調査権限の委任（消費者安全法

H25.4.1施行）

2
商品及び役務について消費者の自主
的かつ合理的な選択の機会が確保さ
れる権利

消費生活情報紙、新聞広告、ﾘｰﾌﾚｯﾄ、ｽﾃｯｶｰ、講
座、消費者力向上ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ事業等での周知 特定商取引における購入者等の利益の保護（特定商取引法　公布日

H28.6.3から１年６月以内の施行）
適正な取引が行えるよう、事業者の健
全な事業活動を促進するとともに、消
費者が公正な契約を締結できるような
環境づくりを行う。

2　消費者力の向上

今回策定する「第２次消費生活基本計
画」の中で、「消費者教育の推進に関
する法律」に定める「消費者教育推進
計画」を定める。

(2)事業者を対象とした啓
発 の推進　等

ホームページへの掲載及び消費生活相談の対応に
おいて、条例上の規定についての説明、周知

自主的かつ合理的な商品・サービスの
適正な表示や広告が行われるよう、
国・県と連携しながら、事業者指導等
を行う。

消費者契約における消費者の利益の擁護（消費者契約法　H29.6.3施行）

年齢等消費者の特性に応じた消費者被害の発
生及び拡大の防止対策の強化 規制取引類型「訪問購入」の追加（特定商取引法　H25.2.21施行）

景品表示法における都道府県の執行体制の強化（不当景品類及び不
当表示防止法　H26.12.1施行）

民生委員、地域包括センター職員、区社会福祉協
議会、ケアマネージャー等高齢者や障害者の支援
を行う者を対象とした講座の実施

　従来の調査権限に加えて措置命令権限及び合理的根拠提出要求権
限を付与

２ 消費者力
の向上

 消費者啓発・教育
の推進

3
消費者に対し必要な情報が提供され
る権利 　ＪＡＳ法に由来する表示事項（原材料、原産地表示等）について

監視・取締り（事業者への指示・命令・立入検査等）の権限を政令
指定都市へ移譲4

消費者に対し教育の機会が提供され
る権利

(2)消費者の年齢その他の特性に配
慮した消費者啓発・教育の推進

国民生活センターから提供される情報や消費者庁
の障害者の「見守りガイドブック」をホームペー
ジにリンク設定

(1)消費者の意見・要望等
の把握 市町村消費者教育推進計画の策定（消費者教育の推進に関する法律

H24.12.13施行）

「消費者教育推進計画」においては、
年齢や生活の様々な場に応じた消費者
教育の方針を定める。

(3)高齢者の見守りネット
ワークの構築　　等 　都道府県・保健所設置市・特別区に対して、従来の検査・収去、

指導の権限に加えて勧告及び命令の権限を委譲消費者団体等の活
動の促進

若年者向け消費者トラブルのホームページやＳＮ
Ｓによる注意喚起

事業者に対する課徴金制度の導入（不当景品類及び不当表示防止法
H28.4.1施行）

 教育現場においては、小学校、中学
校、高等学校、特別支援学校、大学等
の授業等を中心として、教育段階に応
じた消費者教育の方針を定める。

(1)消費者団体等の育成・
指導　　等

学校の教職員を対象とした消費者教育に関する研
修会の実施

不当な表示（優良誤認表示、有利誤認表示）を行った事業者に対す
る課徴金制度を導入

急増しているインターネット関連の消費者被害
の発生の防止に係る啓発

特定の取引類型を対象とした、事業者による不公正な勧誘行為等の
取り締まり等（特定商取引法　公布日H28.6.3から１年６月以内の
施行）

消費生活情報紙、広報番組、ラジオ、ホームペー
ジ、新聞広告等で事例の情報提供

成人に対する消費者教育については、
公民館等における社会教育の場の活用
や、消費者団体の支援、地域生活にお
ける消費者のリーダーとなる人材の育
成についての方針を定める。消費生活情報紙、広報番組、ラジオ、ホームペー

ジ等で情報提供

消費者月間を中心として、広く市民に
消費生活情報の提供・発信していくた
めの各種啓発事業を実施する。(1)相談内容に応じた相談

機関の連携の強化
6

消費者に被害が生じた場合には適切
かつ迅速に救済される権利 (2)消費生活相談員の研修

体制の充実

5
消費者の意見が消費者施策に反映さ
れる権利

３ 消費者の
被害の救済

消費生活相談体制
の充実

消費者教育推進地域協議会の設置（消費者教育の推進に関する法律
H24.12.13施行）

3　消費者の被害の救済
身近で気軽に相談できる消費生活センターの確
立と相談体制の充実

特定適格消費者団体による被害回復裁判手続（消費者の財産的被害
の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律
H28.10.1施行）

「消費者安全法」に定める有資格の消
費生活相談員による質の高い相談対応
を行う。(1)多重債務者への相談窓

口の周知

　消費者団体訴訟において差止請求ができるのみだったが、被害回
復請求が可能になった。

消費生活相談において消費者の意見・要望等の把
握 消費生活協力団体や消費生活協力員を

委嘱し、その活動により、消費者被害
の早期相談を推進する。

(2)他の相談機関等との連
携の強化　　等

相談実績が増加している相談を中心
に、国、県、周辺市町と連携し、最新
の情報収集を行うとともに、相談員の
専門性を高めるための研修への派遣等
により、相談支援の質の向上を図り、
相談体制の充実を図る。

消費生活協力団体及び消費生活協力員の委嘱（消費者安全法
H28.4.1施行）

　消費者の利益の擁護又は増進を図るための活動を行う消費生活協
力団体・消費生活協力員を地方公共団体の長が委嘱することができ
る。関係課長会議の開催及び関係課の窓口担当者を対

象とした研修会の実施
消費生活センターの認知度を向上し、
身近で気軽に相談ができる環境の醸成
を図る。

消費者の自立の支援に関する配慮事項

１．事業者による適正な事業活動の確保

２．消費者の年齢その他の特性に配慮

消費者施策の推進に関する配慮事項

１．高度情報通信社会の進展に的確に対応

２．国際化の進展に的確に対応

３．環境の保全に配慮

計画の推進
○推進体制の整備

・庁内の関係課長で構成する消費者行政
ネットワーク会議における計画の総合的な
調整や推進

資料５
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。


